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衆
議
院
議
員
佐
藤
勉
君
提
出
尖
閣
諸
島
沖
に
お
け
る
中
国
漁
船
衝
突
事
件
の
映
像
記
録
に
関
す
る
質
問
に
対
す
る
答
弁

書

一
に
つ
い
て

お
尋
ね
に
つ
い
て
は
、
刑
事
訴
訟
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
三
十
一
号
）
第
四
十
七
条
に
基
づ
き
、
公
に
し
て
い
な

か
っ
た
も
の
で
あ
る
が
、
衆
議
院
議
長
か
ら
の
記
録
提
出
要
求
に
基
づ
く
公
益
上
の
必
要
性
と
、
今
後
の
海
上
保
安
庁
の
海

上
警
備
・
取
締
活
動
に
支
障
を
生
ず
る
お
そ
れ
や
、
関
係
者
の
名
誉
・
人
権
の
保
護
に
欠
け
る
お
そ
れ
な
ど
種
々
の
弊
害
を

総
合
考
慮
し
て
、
記
録
媒
体
の
原
本
か
ら
、
衆
議
院
議
長
に
提
出
す
る
の
が
相
当
と
認
め
ら
れ
る
部
分
を
抽
出
し
た
Ｄ
Ｖ
Ｄ

を
作
成
し
て
こ
れ
を
提
出
す
る
こ
と
と
し
た
も
の
と
承
知
し
て
い
る
。

二
に
つ
い
て

個
別
具
体
の
事
件
の
捜
査
に
関
す
る
事
柄
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
答
弁
を
差
し
控
え
た
い
。

三
に
つ
い
て

お
尋
ね
の
「
映
像
記
録
」
を
視
聴
し
た
大
臣
、
副
大
臣
及
び
大
臣
政
務
官
は
、
菅
�
人
内
閣
総
理
大
臣
、
仙
谷
由
人
内
閣

官
房
長
官
、
前
原
誠
司
外
務
大
臣
、
岡
田
克
也
前
外
務
大
臣
、
馬
淵
澄
夫
国
土
交
通
大
臣
、
三
井
辨
雄
国
土
交
通
副
大
臣
、

一



三
日
月
大
造
前
国
土
交
通
副
大
臣
、
津
川
祥
吾
国
土
交
通
大
臣
政
務
官
、
小
泉
俊
明
国
土
交
通
大
臣
政
務
官
及
び
市
村
浩
一

郎
国
土
交
通
大
臣
政
務
官
で
あ
る
。

二


